
【ケガ又は死亡事故の発生】

介護保険事業者事故報告フロー図　－１

・第一報は可能な限り早急に行う。

・事故処理の経過について、適宜報告してください。

・報告は「様式１」を使用。

・再発防止に向けた取組み等を追加記載して報告。

【注意】

保険者等へ報告を要する事故とは、次のとおりです。

・送迎、通院等の間の事故も含みます。

・利用者の自己過失や第三者に起因するものも含みます。
・事業者の責任や過失の有無は問いません。
・病気等による死亡の場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは含みます。

事故処理終結後、保険者等へ報告

・ケガの程度は、外部の医療機関で受診を要したもの（事業所内における同程度の医療処置を含
む。）を原則とします。

（第一報）　保険者等へ電話又はFAXによる報告

・報告する保険者等とは、
　①当該利用者（入所者）の保険者、②施設（事業所）が所在する保険者、③県高齢福祉課　です。

利用者に係る関係者への連絡

サービス提供による利用者の
ケガ又は死亡事故の発生

利用者の家族等への連絡

保険者等への事故処理の経過報告

・FAXによる報告は、「様式１」を使用。


